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アンチ・ドーピングってなに？

ドーピングってなぜダメなの？１

２

競技力向上のために禁止物質を使用したりすることや その使用を故意に隠したりすることがドーピングです。
ドーピング行為に反対し、 教育・啓発や検査等の活動 がアンチ・ドーピングです。

・スポーツの価値を損なうから
・フェアプレイの精神に反するから
・競技者の健康を害してしまうから
・反社会的行為だから

風邪薬や花粉症の薬、漢方薬、サプリメントにも禁止物質が含まれ
ていることがあるため、注意が必要です。
また、生薬（漢方薬）は動植物天然物から由来しているため、すべ
ての含有物質が明らかになっていない
ので、禁止物質が含まれていないという
保証ができないのです。

サプリメント（健康食品）は原材料をすべて表示する義務がないた
め、禁止物質が含まれている可能性があります。特に、海外製のサ
プリメントには注意が必要です。
アスリートは、自分が使用するサプリメントだ
けでなく、口にするもの（食べ物等）に対して
責任を持っていなければなりません。

うっかりドーピングってなに？

自分の競技力向上の目的でなくても、治療目的で
使用したお薬に禁止物質が含まれていることがあり
ます。それを「うっかりドーピング」と言っています。
選手生命を閉ざさないためにも、お薬手帳を活用す
るなど「使用可能なお薬」であるかを、公認スポーツ
ファーマシストさんに確認してもらいましょう！

どんなお薬に禁止物質が
含まれてるの？
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サプリメント（健康食品）は
使えるの？

4



全ての競技者は、ドーピング検査を受ける可能性があります。
ドーピング検査は、尿（血液の場合も有）を採取します。
検査には、「競技会検査」と事前通告せず練習会場などで行う
「競技会外検査」があります。国体では両方の検査が行われます。
検査では、本人確認のために写真付き身分証明書の提示が必
要です。競技者１人に同伴者1人が認められますが、すべての
手続きが終了するまで、原則としてドーピング検査室に居ること
になります。
また、検査の日から７日以内に使用した薬やサプリ
メントがある場合には申告します。（食事以外で摂
取するものは、必ず記録しておくことが重要です。）
ドーピング検査を拒否すると、アンチ・ドーピング
規則違反として制裁の対象となります。

禁止物質を使わないと治療できないときは、事前に
所定の手続き（ＴＵＥ）をすることによって例外的に
使用することができます。しかし、認められない場
合もあるため、十分に注意して申請してください。
また、申請には医師の診断と医療情報が必要です。

ＴＵＥとは・・・
◆ＴＵＥ（治療使用特例）申請には、次の４つの条件
が必要になります。

◆手続き
　ＴＵＥ申請書と確認書を日本アンチ・ドーピング機構
(JADA)のホームページからダウンロードし、競技者、
保護者（競技者が未成年の場合）、治療担当医が所定
事項を記載し提出する。

◆提出期限
　原則として競技会の30日前までにJADAに提出する。
　※申請書式や提出先等詳細はJADA公式Ｗｅｂサイトで確認！

5 ドーピング検査はどうやるの？

6 治療のため禁止物質を使用
したい場合はどうすればいい？

33 44
健康を取り戻す以上に
競技力を向上させない

ドーピングの副作用に
対する治療ではない

１１ 22
使用しないと健康に
重要な影響が出る

他に代えられる合理的な
治療方法がない



アンチ・ドーピングの
マメ知識　
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マメ知識　

・かぜ薬には禁止物質のエフェドリンなどを含むことがあるので、注
意が必要です。服薬に関しては、成分を確認し、必要に応じてス
ポーツドクターやスポーツファーマシストに相談しましょう。

・漢方薬の中には、マオウなど明らかに禁止物質が含まれているも
のがあります。
　また、漢方薬は含まれる成分の全てが明らかになっていないので、
禁止物質を含まないという判断ができない場合もあります。

・サプリメントや健康食品を摂取しているアスリートも多いと思いま
すが、サプリメントや健康食品には成分表示規制が厳しくないの
で、使用しているものの中には、禁止物質が含まれている可能性
があります。特に海外製サプリメントには、注意が必要となります。

・サプリメントや健康食品を摂取する場合は、あくまでも「自己責任」で
摂取するということになるので、そのことを理解して使用しましょう。

・点滴や静脈注射もむやみに受けないようにすることが大切です。

・不明な点については、必ず確認する習慣を身につけましょう。

・世界アンチ・ドーピング機構(WADA)の禁止表国際基準は、毎年
更新されますので最新の情報を得るようにしましょう。

アンチ・ドーピングに関する
各種情報はこちらから
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※このガイドブックは、埼玉県スポーツ協会のＨＰからもダウンロードできます。

お薬に関するお問い合わせ・検索先
• 一般社団法人  埼玉県薬剤師会  アンチ・ドーピングホットライン

対応時間　平日 9：00～17：00
TEL ０４８‐８２6‐7855　FAX ０４８‐８２５‐０７００

アンチ・ドーピングに関する情報
• 公益財団法人  日本アンチ・ドーピング機構(JADA)ホームページ
https://www.playtruejapan.org/

• グローバルDRO（禁止表国際基準に基づいた検索サイト）
https://www.globaldro.com/JP/search
• 身近なスポーツファーマシストを検索
http://www3.playtruejapan.org/
sports-pharmacist/search.php

その他のお問い合わせ
• 公益財団法人  埼玉県スポーツ協会
https://saitama-sports.or.jp/

• 公益財団法人　日本スポーツ協会ホームページ
https://www.japan-sports.or.jp/


